
は　じ　め　に

　ビジネス教育の課題として，現代が混沌とした時代であるからこそ，ビ

ジネスとは何かという本質論やビジネスに関する理論についての学習が求

められる。ビジネス教育を学ぶにあたり，現代の我々を取り巻く経済社会

環境のなかでビジネスを身近な存在として感じ取る方法として，二つのア

プローチが考えられる。まず，ビジネスを実体験することによって，ビジ

ネスとは何かを学ぶアプローチであり，もう一つは，ビジネスの歴史を遡

りビジネスの原点を探る中からビジネスとは何かを学ぶアプローチである。

　現実のビジネスにまず触れて，ビジネスがどのようなものかを体験する

ことによって，ビジネス教育の導入とすることは，ビジネス教育の実践の

なかでインターンシップや学校デパート実習等で数多く取り組まれている

が，ビジネスの歴史を遡ることによってビジネスの本質を探るというアプ

ローチの実践例はほとんどない。

　ビジネスについて学ぶということは，教科書や参考書・問題集に書かれ

ているビジネスの事象やテクニックを単に知識や技術として受け入れるこ

とではない。また，ビジネスに関する歴史的な事実をただ知識として受け

入れることでもない。ビジネスに関する史実から，なぜそのようなことが

行われたのか，それに対応するビジネスの諸活動の特徴とは何か等につい

て疑問を持つことは，主体的にビジネスを学ぶ方法として重要な示唆を与

えるはずである。

　ビジネス教育においてビジネスの歴史を検証することは，ビジネスの原
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点について考えることでもある。その思考訓練のなかから自分のもってい

る知識や体験をとおして，現実のビジネスを理解することに結びつけてい

く教育が求められる。日本の歴史にビジネスという光をあて，そこに映る

写像からビジネスの本質を学ぶ学習を新たに組み立てることは，ビジネス

教育の新しい分野を切り開くことになるのではないか。

１．　ビジネスの歴史の分析軸

（１）　ビジネスを主体的に学ぶ

　ビジネスを主体的に学ぶとは，自らと現代の経済社会におけるビジネス

との関わりを考えながら，自分自身が経験したことや自分の持っているビ

ジネスに関する知識，技術，倫理観を確認・修正することによって，ビジ

ネスの本質を自分なりに描き出そうとすることである。この思考訓練を通

してビジネスを主体的に学ぶということを身に付ける為には，どのような

ビジネスに関する教材が有効なのであろうか。

　ビジネスに限らず，現在あるものは様々な歴史的経緯を経て現在に至っ

ている。その歴史的経緯のなかにビジネス取引の原点を探り，ビジネスの

源流から史実を踏まえながら，現代に滔々と流れるビジネスの潮流をたど

る学習方法を構築するにはどのようにすればよいのか。

　ビジネスの歴史を学ぶことは，シンプルなものから徐々に拡大し，枝分

かれをし，複雑化してきたビジネスの歴史をたどることでもある。しかし，

ビジネスの歴史を遡るといっても，どこまで遡ればよいのかという問題が

ある。現代社会のビジネスの香りの漂う起点とは，歴史上のどの辺りであ

るかについて，ビジネスの歴史を総体的，全体的に把握する必要がある。

ビジネス取引に関する知識，技術，ビジネス倫理観等は，それぞれ別個に

発達したというより，一体となってビジネスの諸活動を形作っているから

である。

　ビジネスの起源やビジネスの歴史についての学習は，現代のビジネス感

覚で史実と向き合うことによって，どのような経緯を経て現代のビジネス
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に引き継がれてきたのか，その原因を推測するという学習方法を取ること

になる。なぜなら，史実としての歴史は様々な経過を経て生き残り，後世

に伝えられたものであるからである。例えば，史実として 大原  女 という用
おはら め

語が教科書に登場する。その記述については，「この時代， 連  雀 商人や
れん じゃく

 振売 とよばれた行商人の数も増加していった。これら行商人には，京都の
ふりうり

 大原  女 （炭や薪を売る商人）・ 桂  女 （鵜飼集団の女性の鮎売り商人）をは
おはら め かつら め

じめ，魚売り・扇売り・豆腐売りなど女性の活躍がめだった１）。」であるが，

この教科書の記述をビジネスの諸活動という視点で捉えると，なぜ，その

ような販売形態や販売方法を取ったのか，または取らざるを得なかったの

か，その時代背景はどのようなもので，史実として残っているということ

はビジネスとして成り立っていたことを意味している等を考えることによっ

て，当時のビジネスの諸活動に迫ることができる。史実として残されてい

るビジネスの諸活動について，その原因を探る教育を念頭に置くことによっ

て，ビジネス教育の主体的な学習教材となるのである。

　高等学校学習指導要領解説地理歴史編（以降，解説書と略称する。）は，

生徒に自覚させる学習課題としての指導上の配慮事項として，以下の６点

をあげている２）。

①どういうことか（事象の意味・内容）

②いつから・どのようにしてそうなったのか（事象の起点・推移の過

程）

③何・だれがそうしたのか（事象の主体）

④なぜそうなったのか（事象の背景，事象間の因果関係）

⑤本当にそうだったのか・何によって分かるのか（事象の信憑性，論

拠）

⑥他の地域や時代とどういう違いがあるのか（事象の特殊性・普遍性）
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（２）　ビジネスの諸活動

　ビジネスの諸活動は，二つの論理が貫徹する。まず，ビジネスの論理で

ある。ビジネスの論理とは，損益計算（収益－費用＝利益）を意識するこ

とである３）。次に，資本の論理である。資本の論理とは，事業に投下された

資本は資本の自己増殖（利潤追求・利潤の極大化）を求めるということで

ある４）。

　ビジネスの諸活動を行う主体を主体としてのビジネスとよぶことにする。

主体としてのビジネスとは，ビジネスの諸活動を行う主体を１つの財務単

位として捉え，ビジネスの目的を達成するために個人であれ事業体であれ，

収入と支出を自らの責任で行っているものをいう５）。また，主体としての

ビジネスは，極めて単純で合理的な行動をとるという特性を持っている。

それは，不易（時代や社会体制によって変化しないもの）としてのビジネ

スの論理，資本の論理が貫徹するということであるが，そのビジネスの論

理，資本の論理は流行（時代や社会体制によって変化するもの）として，

販売してもよい商品や費用を低減させる具体的な方法，利潤追求の奨励又

は利潤追求の制限等は時代によって，社会体制によって異なっている。

　ビジネスの諸活動は，理論としてのビジネスの論理，資本の論理が実際

に貫徹する不易という側面とその時代に適合するために形を変え貫徹する

流行という側面とを併せ持っていることを理解することによって，その時

代，その社会におけるビジネスの特徴を明らかにすることができる。その

為のツールとなる理論がビジネスの論理と資本の論理である。

　史実という結果として表れている事象に対し，ビジネス教育はビジネス

であるかどうかの判断を下さなければならない。ビジネスの諸活動である
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と判断するためには，当事者が意識していたか，意識していなかったのか

は別として，ビジネスの論理，資本の論理が貫徹していたという結果がな

ければならない。そうでなければ，経済外的な強制による行為であるか，

又は，単なる施しによる行為であるか，それらの片務的な行為はそもそも

ビジネスではないのである。また，あまりに単純化してビジネス取引を扱

うとビジネスについてそれぞれの個別性はなくなり，すべてのビジネス取

引が古代の物々交換にまで遡ってしまう。

（３）　労働の価値

　ビジネス取引の成立要件には様々なことが考えられるが，平時で特別な

事情がない限り，究極的にはお互いの交換取引の対象物が，自らが投下し

た労働量に見合うかどうかということが重要な判断材料となる。物々交換

においては，交換しようとする対象物について，自分の持っているモノに

かけた自らの知識・技術・労働量と取引相手が持っているモノを自らが制

作するとしたら投下するであろう自らの知識・技術・労働量とを比較して，

自らに有利であると判断した場合に取引に応じる。ただ，この合理性の認

識には個人差がある。知識や技術を含め労働力を発揮する場合の労働の質

や量等に個人差があるからである。ビジネス取引には当事者の意識のなか

で，自らが制作することの是非，モノやサービスの必要性，代替品がある

かどうかの検討，緊急度，交換機会の喪失等のことが，それぞれの立場か

らの状況判断が求められ，結果としてお互いがメリットを見出すことによっ

てビジネス取引が成立する。

　詐欺や犯罪行為は別として，モノやサービスを無償で提供する譲渡や利

益を念頭におかないボランティア活動等はビジネス取引ではない。善意に

基づいたボランティア活動等は，労働の対価たる交換価値の認識を放棄し

たもので一方的な使用価値の提供であるからビジネス取引ではない。また

譲渡は，モノやサービスを提供する者と受け取る者との合意はあるが，モ

ノやサービスを提供する側に商品という認識はなく対価を求めないので，
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自らに有利に取引しようというビジネス取引の要件を備えていない。従っ

て，ビジネスの論理が貫徹していない譲渡やボランティア活動等は，労働

を含め無償提供という善意に支えられており，ビジネス取引の範疇に入ら

ない。

（４）　広義のビジネス取引（ビジネスの論理）

　ビジネス取引６）の起源をどこまで遡るかということについて，広義のビ

ジネス取引と狭義のビジネス取引とを区別して検討する必要がある。

　広義のビジネス取引とは，ビジネスの論理（収益－費用＝利益）に基づ

いて行われる 相対 交換取引である。ビジネス取引の原点はモノやサービス
あいたい

を商品と認識するところからはじまる。モノやサービスの交換取引は，物々

交換するモノを持ち合わせず，モノを受け取る代わりに労働を提供すると

いうことがあり得るが，ここでは単純化するために，モノとモノとの交換

を前提にした物々交換を取り上げる。

　相対交換取引は，お互いのモノの使用価値を認識する者同士が少しでも

自らに有利になるようにしのぎを削り交渉するビジネス取引である。ビジ

ネス取引の前提は，お互いの合意・納得のもとで交換取引７）を行うことで

あり，その結果取引が成立する場合もあるし成立しない場合もあるという

自由が前提になければならない。つまり同じ立場で同じ条件のもとで当事

者が相対し，交換取引が成立するか成立しないかの意思決定の自由が保障

されていなければビジネス取引とはならない。

　ビジネス取引の中心には使用価値と交換価値の認識がある。モノの交換

当事者は，お互いに利害関係が正反対に現われるゼロサムゲームであるか

ら，安易に譲ることはできない。ビジネス取引過程は，お互いに商品の使

用価値を認め合い，その使用価値にふさわしい交換価値の認識の開きを埋
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める作業でもある。従って，ビジネス取引のなかで取引が成立するという

ことは，結果として，お互いにメリットを見出したということであり，ビ

ジネス取引の正常な姿である。

　広義のビジネス取引は，使用価値の認識と交換価値の一致という合意過

程を含むものであり，とりわけ売買取引では交換価値（売買価格）の評価

に当事者の意識が集中する。いくらで売れたのか，いくらで買ったのか，

このことがビジネス取引の中心的な課題である。

（５）　狭義のビジネス取引（ビジネスの論理＋資本の論理）

　狭義のビジネス取引は，ビジネスの論理に加えて，主体としてのビジネ

スがビジネスの諸活動を行うために投下した資本に対し，結果として元の

投下資本を上回る資本の回収が求められる。資本の論理は，投下した資本

の自己増殖を目指す再投資を行うことを前提としており，多額の利益を得

たとしてもその利益を再投資しない場合，例えば，ビジネス以外の贅沢品

やビジネスの諸活動に不要な屋敷等に利益を使い切る行為は資本の論理に

反することである。

　狭義のビジネス取引では，実際に資本を投下する場合は，資本の自己増

殖，しかも利潤の極大化をもとめる資本の論理が貫徹している。主体とし

てのビジネス（個人でも，事業体でもよい）は，家や事業体の内と外を区

別し，ビジネスの専業部分がビジネス取引を行うことによって成り立って

いるものをいう。事業体が店を構える等，ビジネスとして実際に資本を投

下する場合には，投下した資本そのものが資本の自己増殖という意志を持っ

てしまい，常に，利潤の追求や利潤の極大化が一人歩きをしてしまう危険

性を秘めている。従って，狭義のビジネス取引では，利潤の極大化をもと

める資本の論理が貫徹し，その制御は困難を極める。このことは，ビジネ

ス教育の過去，現在，未来にわたる永遠のテーマとなっており，商業道徳，

ビジネス倫理観の育成という教育テーマがビジネス教育から外れることは

ない。
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　狭義のビジネスとは，広義のビジネスの論理に資本の論理を重ね合わせ

たビジネスの諸活動を行うことを指している。本稿において，現代のビジ

ネスから見たビジネスの歴史を遡る起点は，ビジネスの諸活動を行う主体

としてのビジネスが，ビジネスの論理と資本の論理を合わせて認識したも

のが史実として日本の歴史に登場することをもって判断する。

（６）　ビジネス倫理観の不易と流行

　ビジネスの歴史を考えるとき，ビジネス取引に影響を与える一番大きな

外部環境要因は，ビジネスを取り巻く社会体制や政治体制である。

　ビジネス取引の不易の側面は，ビジネスが個人の自由に委ねられている

限り売買取引において商品の売り手側はできるだけ高く売り抜けることに

よってより多くの収益を確保しようとし，買い手側はできるだけ安く買い

叩くことによって，費用の低減に努めることである。売り手側，買い手側

のいずれも，より多くの利益を確保しようとするビジネスの論理がまず働

く。さらに，資本の論理は，営利目的で投下された資本は事業の維持・発

展のために利潤追求・利潤の極大化に努めることにむかう。ビジネス取引

である以上，消費者ニーズに応えなければならないし，取り扱う商品の価

格と質についての競争が生まれることは不易（不可避）である。

　ビジネス取引の流行の側面とは，ビジネスの歴史を遡れば，ビジネス取

引に対する何らかの社会的規制や逆にビジネス取引の奨励がその時代の特

徴として表れてくる。流行の一番の変更要素は，社会制度や政治体制の違

いであり，封建社会と資本主義社会ではビジネスの諸活動は異なってくる。

ビジネス取引における流行とは，不易としてのビジネス取引を遂行する具

体的な方策の移り変わりであり，それはビジネス倫理観としてビジネスの

外部環境を形作り，主体としてのビジネスが行うビジネスの諸活動に制限

を加える。その何らかの制限が反映されたものがビジネスの流行である。

　ビジネス倫理観は，同じ日本でも江戸時代と現代では異なる。身分制度

が社会の基軸となった社会と自由と平等を志向する現代社会では消費者に
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ついての捉え方が異なり，そのことが取扱商品や売買方法の違いとなって

現われる。また，どのような社会制度であれ，ビジネスに対し，何の規制

やルールもなく自由にビジネス取引が行われる社会はむしろ稀である。

　ビジネスの歴史を通して，ビジネス取引を理解する有効な分析方法とし

て，社会体制や政治体制という枠組みのなかで，ビジネス取引の不易と流

行について考察することが浮かび上がってくる。とりわけ，流行は時代を

反映する。その流行の変遷が具体的に表れているのが，その時代のビジネ

ス倫理観であり，ビジネス倫理観として特に強調されていることそのもの

が，その時代のビジネスの諸活動の問題点である。このことは，江戸時代

の商家の家訓に如実に現われている。商家の家訓については，改めて検討

する機会を設けなければならない。

（７）　現銀，安売り，掛け値なし

　封建社会では，社会の基幹である身分制度を揺るがしかねないビジネス

は禁止されるし，現代社会では人の自由と平等に反するビジネスは成り立っ

ていかない。これらのことは，結果として，ビジネス倫理という形に収束

され，社会体制に反するようなビジネスは社会に受け入れられない。ビジ

ネス倫理と社会は太い絆で結ばれているのである。

　ビジネス倫理にも不易と流行がある。ビジネス倫理は，業界団体に都合

の良いものもあれば，都合の悪いものもある。都合の良いものとは，業界

のビジネス倫理を守ることが同業者の共同の利益に貢献することであり，

都合が悪いものとは消費者の利益に貢献することであっても同業者の共同

の利益を損なうものである。競争が厳しくなることやコストアップにより

利益を十分に確保できないからである。

　現代に通じる不易のビジネス倫理の例として，三井八郎兵衛高利の越後

屋の繁盛ぶりをみてみる。越後屋が掲げ実行した「現銀，安売り，掛け値

なし」という 引札 の効果によって客が殺到し，『 誹風  柳  多  留 』に「 駿  河  丁 
ひきふだ はいふう やなぎ だ る する が ちょう
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（越後屋の所在地），畳の上の人通り」と詠まれるほどであった８）。しかし，

三井八郎兵衛高利の新商法は平坦な道を歩んだわけではなかった。越後屋

は，呉服商仲間から様々な妨害を受け，さらに奉行所に訴えられたのであ

るが，消費者の支持があり奉行所はこの訴訟を取り上げなかった９）。

　封建社会の秩序を守るために同業者と足並みをそろえるビジネス倫理と

消費者に安く良いものを提供するというビジネス倫理は必ずしも一致しな

い場合がある。どちらのビジネス倫理が社会体制に受け入れられるかは，

その社会の成熟度によって異なってくる。三井八郎兵衛高利の場合は，新

商法が庶民にすでに受け入れられており，奉行所もその影響を無視できな

い社会状況が成立していたことを意味している。そうでなければ，高等学

校の日本史の教科書に載ることはなかった。

　そもそも封建社会と現代では，社会構造も社会が目指す目的も異なって

いるなかで，掛売りを止めて現金売りのみで商売をすることには大きなリ

スクがあったに違いない。当時の商習慣では掛売や掛値が一般的に行われ

ていたからである。そして，このことが商品の価格が高くなる原因でもあっ

た１０）。封建社会という社会環境のなかで，安くてより良い品物を提供し薄
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→

８）　加藤友康（ほか２名）『高等学校日本史Ｂ　改訂版』清水書院，平成２５年２月，
p. １４６。

９）　土屋喬雄『日本経営理念史』麗澤大学出版会，平成１４年，p. １１７。
「越後屋はこの試練にも耐えることができた。また呉服商たちはたびたび奉行所
へも訴訟した。その訴訟の趣旨は，『無法に商仕，江戸中の邪魔を致，迷惑仕候』
ということであったが，『薄利多売』は買主一般に対する利益であり，したがって
『御屋敷方，買人衆中』一般の指示があったので，奉行所も越後屋に対し新規商法
の取り止めを命じなかったのである。」

１０）　同上書，p. １１５。
「当時までの商習慣として，掛売（月末や盆暮の支払い）や掛値が一般に行われ
ていたが，これらは非合理的な取引方法で，結局商品の価格を高からしめるもの
であった。何となれば，掛売りという方法には，貸し倒れの危険も伴うし，金利
の負担ということもあるので，商品の値段は多かれ少なかれ高くならざるを得な
い。また，掛値が行われる場合には，商人と買主とが店頭で商品を前に掛け引き



利多売を実行することは，現代のビジネスとは比べ物にならない障害があっ

たはずである。まず，独自の商品仕入れルートを持っていなければ，供給

ルートを止められ，すぐに頓挫してしまう。なかでも呉服商仲間のビジネ

ス倫理（暗黙の合意）に背くことは，そのまま封建社会体制に背くもので

あると見做されると，高利はすべてを失い，場合によっては命の危険にさ

らされたはずである。このことは，社会体制，政治体制を抜きにしたビジ

ネスの学習では，先人の偉大さを十分に伝えられないことを意味している。

２．　ビジネスの黎明期

（１）　基本的な資料の選択

　日本のビジネスの歴史を遡る教材として何を基本的な資料とすれば良い

のか。特に史実として取り上げるべきか否かの判断基準をどこに設定すれ

ばよいのか。客観性をもち得る史実とは何か。これらの疑問について，ど

のように応えればよいのであろうか。

　まず考えなければならないのは，ビジネス教育の教育対象をどこに設定

するかということである。金融ビジネス等の専門的なビジネス分野の歴史

を学問的に研究する大学院生の場合と高等学校教育のなかでビジネスの歴

史を学ぶ生徒の場合では教育対象が異なる。教育対象が異なれば，教育内

容も異なるし，教育方法も異なってくる。

　史実については，様々な解釈があり得る。基本的にどの見解を中心に据

え，どの資料を裏付けとして用いればよいのか。このことについて，全く

手がかりがないわけではない。教育対象を高等学校の生徒に設定すれば，

具体的な教育内容や教育方法はおのずから決まってくる。本稿で取り扱う

ビジネスの歴史は，特殊的・専門的な分野のものではなく，一般的なビジ

ネス教育におけるビジネスの歴史である。このことを前提とすれば，その
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をしたり，値切問答を繰り返さなければならず，時間と神経をいたずらに費さな
ければならぬこととなり，その無駄も結局は商品の値段を高いものにするわけで
ある。」

→



基本的な見解や資料は，高等学校の日本史の検定教科書からビジネスの歴

史を抽出し構成していくことが適切である。

　高等学校学習指導要領が示す日本史Ｂの時代区分は，原始・古代，中世，

近世，近代，現代という区切りである１１）。また，同解説書によれば，それ

ぞれの時代の区切りは，原始・古代は旧石器文化の時代から平安時代まで，

中世は鎌倉時代から戦国時代まで，近世は安土桃山時代から江戸時代まで，

近代はペリー来航から明治時代末期，現代は第二次世界大戦終結以降と

なっている１２）。

　社会体制によって制約条件等ビジネスを取り巻く環境が変わってくるこ

とはすでに述べた。社会体制を中心に日本史をみれば，古代の律令国家制

の成立は，日本では７世紀半ばから形成され，奈良時代を最盛期とし，平

安初期の１０世紀頃まで続いた１３）。中世は１２世紀後半から武士による政権が

生まれ，武士は各地で荘園・公領の支配権を貴族層から奪い，しだいに武

家社会を確立していった１４）。封建制度との関連においては，武士による幕

藩体制の成立期と一致し，中世と近世の時代区分は，古代の氏族・奴隷制

社会と近代の資本主義社会との中間にある封建制度を基底とする社会であ

る１５）。

　日本史Ｂで行っている時代区分は，社会体制の変化によるものが基本で

あるから，原始・古代，中世，近世，近代，現代というこの時代の区切り

はビジネスの流れと一致するはずである。なぜなら，ビジネスの外部環境

として一番影響を与えるのが社会体制，政治体制の変化であるからである。

ビジネスの黎明期は，広義のビジネス取引が行われていた原始・古代であ
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１１）　文部科学省『高等学校学習指導要領』平成２１年３月，第２章　第２節　第２款
　第４。

１２）　文部科学省，前掲書『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』第３章　第４節
　２。

１３）　新村　出編『広辞苑第四版』岩波書店，１９９１年，p. ２６８７。
１４）　石井　進（ほか１２名），前掲書『詳説日本史　改訂版』，p. ７８。
１５）　新村　出編，前掲書『広辞苑第四版』，p. ２３３２。



り，また，日本における狭義のビジネス取引の起点は武士が社会を支配し

た中世，近世の封建社会が対象となる。

（２）　ビジネス取引の起点

　日本史における原始・古代の学習の要点は，解説書によれば，日本の原

始・古代は，旧石器文化の時代から奈良時代までを扱っており，その時代

を古代国家の推移という観点で捉えれば，国家体制の諸地域における土地

と人々に対する支配体制の動揺が公領の変質をもたらし，荘園が拡大する

なかで武士が登場してきたことであり，その背景にあるのは，摂関政治の

展開や院政の成立などによって律令体制の再編と変質が起ってきたことで

ある。この歴史の流れを通して，古代社会の変化のなかに中世社会の萌芽

がみられたことを考察させるとしている１６）。

　日本の歴史のなかで原始・古代におけるビジネス取引は，自給自足と等

価交換の時代といえる。確かに，日本に古代国家の政治組織である律令体

制が成立し，主要産業である農業を担う農民は，戸籍・計帳に登録され，

国家より口分田が与えられ，その代わりに租庸調の税を納め 雑徭 や兵役な
ざつよう

どを負担していた１７）。このような社会体制のなかでは，自己消費する以外

の農作物は租税として徴収される対象であり，農民が農民自身の判断によっ

て自由なビジネス取引を行う素地があったとは言い難い。

　余剰農作物と生活必需品・道具の物々交換について代理や委託による商

業といえるものが当時からあったと思われるが，日本史の教科書に 市 の記
いち

述が出てくる例としては，畿内やその周辺では十日ごとに月三回開かれる

定期市（ 三斎市 ）が出現するようになったことや全国の各地域においても
さんさいいち

荘園と荘園の境界や河原などに市が立つようになったのは中世になってか
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１６）　文部科学省，前掲書『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』第３章 第４節
　２。

１７）　宮原武夫（ほか１６名）『高校日本史Ｂ』実教出版，平成２５年１月，pp. ３２–３６。



らである１８）。

　古代に市にあたるものがあり，広義のビジネス取引が行われていたとし

ても，教科書に記述がないことは，市にあたるものが史実として確認でき

ないか，市が公に統制又は育成を図るところまでに至っていないと判断し

た結果である。また，物々交換取引があったとしてもこれは広義のビジネ

ス取引であり，原始・古代は基本的に自給自足を前提とした社会であった

ことを示している。現代のビジネスの起源として古代は，狭義のビジネス

（ビジネスの論理＋資本の論理）が成立するまでの要件を備えていなかっ

たといえるのである。

　中世について解説書は，中世の日本の時代区分は中世国家の成立から戦

国時代までを扱うとして，地域社会において武家権力が伸張するなかで荘

園制などの社会の仕組みが変化し，その変遷について考察させるとある１９）。

現代ビジネスの起点を求める場合，史実としての宋銭の流入による貨幣経

済の発達や諸産業と流通によって地域経済が発達し，庶民が台頭してきた

ことが挙げられる２０）。これらの史実によって，この時代に主体としてのビ

ジネスの萌芽が生まれたといえる。ここで重要なのは，中世から近世まで

の社会体制は封建社会であるということである。
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１８）　同上書，p. ６７。
１９）　文部科学省，前掲書『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』第３章　第４節 
２。

２０）　山本博文（ほか１１名）『日本史Ｂ』東京書籍，平成２５年２月，pp. １１０–１１１。
「陸上交通・水上交通の要所や寺社の門前には，生産物の取り引きが月に３回定
期的に開かれる 三斎市 が開かれた。また，中央と地方の間を移動して商売を行

さんさいいち

う行商人の活動もみられるようになった。遠隔地を結ぶ商業取り引きがさかんに
なり，港などの交通の要衝に拠点をもち，商品の保管・運搬・委託販売を専門に
扱う 問丸 が大きな役割を果たした。また，平安時代末期より大量に流入するよ

といまる

うになった 宋銭 が，貨幣経済の発展をうながした。そのため遠隔地の取り引き
そうせん

のための 為替 （ 割符 ）の制度が発達し，金融業をいとなむ 借上 の活動が活発に
かわし さいふ かしあげ

なった。」



（３）　ビジネスの起点の要件

　現代のビジネスの起点として，日本の歴史のなかでビジネスの成り立ち

と認めるには，以下の３つの要件を備えていなければならない。

　まず，主体としてのビジネスの当事者がビジネスの論理，資本の論理を

認識していることである。ビジネスの論理，資本の論理を認識していると

いうことは，事業を行う上でビジネスの論理（収益－費用＝利益），資本

の論理（資本の自己増殖・利潤の極大化）を念頭におきビジネスの諸活動

を行っていることである。次に，主体としてのビジネスの実体があるとい

うことである。主体としてのビジネスの実体があるということは，一つの

事業体として，自己の責任で収入と支出を管理・運営していることで，具

体的には会計帳簿を用いてビジネスを行っていることが推測できることで

ある。そして，３つ目は，その事業体としてのビジネスが公に認められて

いるということである。公にビジネスと認められているかどうかの判断は，

事業体（主体としてのビジネス）に対して公的に収益事業として課税され

ているということである。この３点を基軸として現代のビジネスの視点に

立ってビジネスの歴史を遡っていくことは，日本の歴史の流れとビジネス

との関連性をみてゆくことでもある。

　ここで大きな問題に直面する。そもそも，日本の歴史を概観してビジネ

スとしての関わりでどのように時代を区分すればよいのかということであ

る。ビジネスとしての一つの区切りは，その時代のなかでビジネス取引が

広義のビジネス取引の状態であるか，狭義のビジネス取引の状態になって

いるかということである。しかし，この分類では，ビジネスの歴史は広義

のビジネスの時代と狭義のビジネスの時代の二つの区切りしかないことに

なる。しかも，時代としての期間・年数ではなく，ビジネスの取引内容で

区分すると，圧倒的に内容の少ない広義のビジネス取引の時代と圧倒的に

内容が多い狭義のビジネス取引の時代の２区分となってしまう。

　現代社会でのビジネスの諸活動からその歴史を遡りビジネスの原点に至

るには広義のビジネス（ビジネスの論理）のみでは，自給自足の時代，物々
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交換の時代しかカバーできないことになる。また，広義のビジネス取引が

主流の時代では，ビジネスが成立する３要件を備えておらず，ビジネスの

起点とはいえない。

　ビジネス教育において，歴史上のビジネスの起点となるには，狭義のビ

ジネス取引（ビジネスの論理＋資本の論理）が社会に必要不可欠の存在と

して日本史の教科書に記述されていなければならない。この場合，単に教

科書に記載されていればよいのではなく，主体としてのビジネスが事業体

として成りたち，ビジネスの論理と資本の論理を認識し，独立した財務単

位として収入と支出の管理を会計帳簿を用いて記載されていると推測され，

社会的に収益事業として無視できない存在として課税されている，という

３点要件を備えていなければならないのである。

３．　封建社会とビジネス

（１）　封建制とは

　中世の日本にビジネス取引の萌芽をみるということは，中世から近世に

至る社会体制である日本の封建制とはいかなるものであったのかについて

の分析が求められる。ビジネスは社会体制や政治体制に大きく影響される

からである。

　封建的な諸関係について，マックス・ウェーバーは「封建的」な諸関係

を大きく（一）「徭役貢納義務的」封建制，（二）「家産制的」封建制，（三）

「自由な」封建制の三つに分類している。そのなかで日本の封建制は（三）

「自由な」封建制のなかでも（a）「従士制的」（b）「儈祿的」（c）「知行的」

（d）「都市領主的」に区分しているなかの「従士制的」と分類している２１）。
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２１）　マックス・ウェーバー　浜村　朗訳『家産制と封建制』みすず書房，昭和３２年，
pp. １３４–１３５。
「そこで，よりひろい意味で『封建的』な諸関係を，つぎのように分類すること
ができる。（一）『徭役貢納義務的』封建制。屯田兵，国境守備兵，特殊な防衛義
務のある農民（持分地保有者 Kleruchen,ラエティlaeti，国境守備兵 limitanei， →



このウェーバーの指摘が適切であるかどうかについて，ここでは取り扱わ

ない。

　そもそも，封建制の概念規定についてもさまざまな見解がある。また，

日本の封建制の成立について，如何なる時期に，如何にして成立したのか，

様々な見解がある。「封建制の成立に関する考察に際して，つねに問題とな

るのは，『封建制』の概念を如何に規定するかということであろう。ここ

に『日本封建制の成立』についての研究史を述べようとするとき，やはり

『封建制』の概念規定の問題が前面に横たわり，その概念規定についての

整理が必須の前提となる。日本における封建制度が如何なる時期に，如何

にして成立したか，あるいは日本の封建制が如何なる特質をもつかなど，

封建制をめぐる諸問題は，過去における研究のおびただしい累積にもかか

わらず今日も依然として学会の重要問題の一つとしての地位を失っていな

い２２）。」
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コサック騎兵）がそこに含まれる。─ ─（二）『家産制的』封建制。すなわち， 
（a）『荘園領主的』には，土着農民の召集軍（たとえば，市民戦争時代における
ローマの貴族，古代エジプトのファラオにみられる土着農民の召集軍）が，こ 
れにあたる。─（b）『體僕領主的』には，奴隷（古代バビロニアおよびエジプト
の奴隷軍，中世におけるアラビアの私兵軍，マメルック人）がこれに属する。 
─（c）『氏族制的』（gentilizisch）には，私兵としての世襲的被護者（ローマの 
貴族）があげられる。─ ─（三）『自由な』封建制。すなわち，（a）『従士制的』
（gefolgschaftlich）には，荘園領主の権利をさずけられずに，ただ私的な忠誠関係
によるだけのもの（日本の侍の大部分，メロヴィング王朝のトゥルスティス 
trustis）が，それにふくまれる。─（b）『儈祿的』には，私的な忠誠関係がな 
く，ただ封與された荘園および租税給付によるだけのもの（トルコの知行を 
ふくめて，近東諸国）が，これにあたる。─（c）『知行的』には，私的な忠誠関
係と知行とがむすびついたもの（西欧）があげられる。─（d）『都市領主的』
（stadtherrschaftlich）には，個々人に割り当てられる荘園領主的な戦士の分け前
にもとづく，戦士の仲間団体よるもの（スパルタ型の典型的なギリシアの都市国
家）がふくまれる。

２２）　安田元久「『日本封建制度の成立』に関する研究史」『学習院史学』第１号，
１９６５年１月，p. １６。

→



　ここでは，日本の封建制とは何か，という迷路に迷い込まないために，

日本史としての歴史区分におけるのと同様に，社会的・一般的に受け入れ

られている封建制については文部科学省の検定教科書の記述に求めること

にする。

（２）　封建制度の定義と封建関係

　封建制度とは何かを明らかにするには二つのアプローチ・立場がある。

封建制度の本質の解明として，法制史的立場を取るか，経済史的立場を取

るのかという議論である。法制史的立場を取るか，経済史的立場を取るか

によって，封建制の定義づけが異なってくるからである。

　法制史的立場を取るならば，封建制度とは領主層相互間の階層的な支配

関係を基調として成立している法的秩序として把握される。このことによ

り，封建制の基礎としての主従制や恩給制などの概念が生まれてくる。ま

た，経済史的立場で封建制度を把握すると，封建制度とは，領主とその支

配下の農民との対抗関係に基軸を置くことになり，領主とは封建的土地所

有者であり，農民は農奴と規定される。従って，封建制度とは領主の農民

に対する経済外的強制による支配と収取が行われている社会体制というこ

とになる２３）。

　検定教科書は法制史的立場を取っており，御恩と奉公についての説明は，

御恩とは，将軍が御家人の所領を保証（本領安堵）したり，彼らを新たに
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２３）　安田元久，前掲書「『日本封建制度の成立』に関する研究史」p. １９。
「前者すなわち法制史的立場にあっては，『封建制』（feudalism, Lehens wesen）
を『土地領有者層─（領主層）─の相互の間における，階層的な支配関係を基調と
して成立している法的秩序』として把握する。従ってその封建制の基礎としての
主従制・恩給制などの概念が生まれるのである。また後者の経済史的立場におい
ては，封建制とは，『領主と支配下の農民との対抗関係に基軸を置き，領主の農
民に対する経済外的強制による支配と収取とが実現している社会体制』をさす。
この場合，領主とは封建的土地所有者であり，農民は農奴と規定される。従って
この封建制社会とは，経済構造の上から言うならば農奴制社会とも言えるわけで
ある。」



 地  頭  職 に 補  任 する（新恩給与）などを行うことによって，御家人の在地領
じ とう しき ぶ にん

主としての権利を公的に保障した将軍の御恩に報いることである２４）。また，

奉公とは，御恩に報いる為に，御家人が戦時の軍役や平時の京都大番役・

鎌倉番役などに励むことをいう２５）。このように，所領（土地）を仲立ちに

した主従関係を封建制という法制史的立場を取っているため，どの教科書

の索引をみても，農奴という用語は出てこない。

　日本史Ｂの教科書による封建制や封建関係についての説明は，それぞれ

の教科書で表現は多少異なるにしても統一見解といえるものがある。そも

そも封建制は，少数の武装能力者が社会を支配することであり，その支配

構造である２６）。さらに，封建制は一つの権力分割を意味しており，その分

割は権力機能の分割ではなく，相似形の支配形態の単なる量的な分割であ

る２７）。このことをまとめると，封建制とは，武力を背景とした支配者が，

武士以外の人々（被支配者）を支配することによって成り立ち，その支配
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２４）　加藤友康（ほか２名），前掲書『高等学校日本史Ｂ　改訂版』，p. ６３。
「将軍は御家人の所領を保証したり（本領安堵），彼らを新たに 地  頭職 に 補  任 す

じ とうしき ぶ にん

るなどし（新恩給与），御家人の在地領主としての権利を公的に保障した。こう
した将軍の御恩に対して御家人は奉公にはげみ，戦時に軍役を平時には京都大番
役や鎌倉番役などの番役（警固役）をつとめた。このような，所領（土地）を仲
立ちにした主従関係を封建制度という。

２５）　宮原武夫（ほか１６名），前掲書『高校日本史Ｂ』，p. ５９。
「頼朝は鎌倉殿として御家人たちと主従関係をむすび，先祖伝来の領地の支配を
認めたり（本領安堵），敵方没収地など新たに領地を与える（新恩給与）などの
御恩を施した。御家人は，戦時の軍役，平時の京都大番役・鎌倉番役などの奉公
にはげんだ。ここに，鎌倉殿（将軍）と御家人との土地を媒介にする主従関係，
すなわち封建制が成立した。」

２６）　マックス・ウェーバー　世良晃志郎訳『支配の社会学　２』創文社，昭和６１年，
p. ３９１。
「一切の形態の封建制は，少数者──武装能力者──の支配である。」

２７）　同上書，p. ３３４。
「封建制は一つの『権力分割』を意味している。但し，それはモンテスキューの
権立分割とはちがって，ヘル権力の分業的・質的ではなく，単に量的な分割であ
る。」



構造は，支配者層と被支配者層の相似形のピラミッド組織の多重構造と

なっている。

　また，封建関係とは，所領支配を通じて成立する主従関係のことであり，

鎌倉時代以降の武家権力体制の骨格となったものであると説明している２８）。

従って，このような封建関係によって成り立つ封建制度とは，土地の給与

を通じて，主人と従者が御恩と奉公の関係によって結ばれる制度のことで，

支配階級内部の法秩序を封建制度ということができる２９）。

　支配組織の仕組みは，領主を一つの頂点とした支配組織であるが，ある

一定以上の規模になると細胞分裂を起こし，領主の下に領主を一つの頂点

とした相似形の支配組織が臣下の中に複数生まれる。この場合，領主と臣

下との関係は保たれたままで，それまでの臣下が独立した領主となる。組

織が大きくなればなるほど，一つの領主の下に多数の臣下が細胞分裂し，

かつて臣下であった者が新しい細胞では新たな領主として，元の領主の下

に自らの臣下を引き連れて就いたり他の組織から加わったりする多層関係

である。この関係が最も動的に表れたのが戦国時代である。このような見

解に立てば，天下の統一とは，この細胞分裂を終息させ，一つのピラミッ

ド組織に安定化させることを意味している。
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２８）　山本博文（ほか１１名），前掲書『日本史Ｂ』，p. ９９。
「所領支配を通じて成立する主従関係を封建関係とよぶ。封建関係は，鎌倉時代
以降の武家権力の体制の骨格となるものであった。」

２９）　石井　進（ほか１２名），前掲書『詳説日本史　改訂版』，p. ９１。
「このように土地の給与を通じて，主人と従者が御恩と奉公の関係によって結ば
れる制度を封建制度というが，鎌倉幕府は封建制度にもとづいて成立した最初の
政権であり，守護・地頭の設置によって，はじめて日本の封建制度が国家的制度
として成立した（注）④。」
「（注）④封建制度は，土地の給与を通じて主従のあいだに御恩と奉公の関係が結
ばれるという支配階級内部の法秩序をいう。」



（３）　被支配者像とビジネスの主役

　封建社会は，武士という少数の支配者と武士以外の大多数の被支配者に

よって成り立つ社会であり，その支配形態はピラミッド型の相似形・多重

形・多層形の社会である。武士はその頂点である将軍以外は，必ず組織的

に上司より直接支配を受けている３０）。

　封建制の定義の中に，主従関係についての記述はあるが被支配者の記述

はない，ないというより，法制史的な歴史観では，法的な無権利者は被支

配者というだけで，それ以上の記述は必要ないからである３１）。しかし，

日々のビジネス取引を行っているのは支配者層だけではない。封建体制下

で，人々の消費生活に必要な衣・食・住に関する生産活動を行っているの

は，被支配者層の人々である。

　封建社会において日々のビジネスの諸活動を行っているのは被支配者層

であり，ビジネス教育の立場は，実際のビジネスの諸活動を行っている者

がビジネスの歴史の主役でなければならない。経済社会は，衣・食・住に

関する実物財の供給なくしては，立ち行かないのである。ビジネス教育と

してビジネスの歴史を遡ることは，この点に焦点を当てるなかでビジネス

の本質を探らなければならない。

　ビジネス教育としてビジネスの歴史を遡る学習は，人々の日々の生活を

ビジネス取引の視点で明らかにすることを教育内容とすることによって，
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３０）　同上書，p. ７３。
３１）　マックス・ウェーバー　世良晃志郎訳，前掲書『支配の社会学２』，p. １３４。
「商人や手工業者が政治的に無権利であっただけでなく，広汎な農民層もそうで
あった。農民は，ヘルたちのために租税を納入するために存在していたのであり，
彼らにあっては，少なくとも部分的には，──租税義務との関連からして──〔耕
地の〕新割替 Neuumteilungの原理が存在していた。村落は，村落外で生まれた
者に対しては，厳重に閉鎖されていた。けだし，農地への緊縛の義務には，日本
においても，農地を要求する権利が照応していたからである。水呑（農地の要求
権をもたない他所者）は，村落内では無権利であった。共同保証の制度（五人組）
が実施されており，村の長の地位は氏族カリスマ的に世襲された。」



ビジネスの意義や役割を再認識することである。ここにビジネス教育の新

しい分野としてのビジネスの歴史が成り立ち得る理由があり，ビジネスの

歴史を教育内容とする意義がある。

　封建社会といっても時代が変わり，為政者が異なるとその内容が変わっ

てくる。為政者の封建制に対する考え方が変わったのではなく，自らの権

力基盤を強化し，より盤石な支配体制を構築する様々な施策の実行が，そ

の為政者の時代の封建社会を形作っていったのである。封建社会の確立と

いう目的の実行に当たり，信長，秀吉，家康ではその実施方法が異なりそ

れぞれの時代の封建社会が形作られていったと解釈できる。

４．　封建社会と主体としてのビジネス

（１）　経済主体と主体としてのビジネス

　封建社会を構成するものは，支配者である武士と武士以外の被支配者の

農民，商人・職人等であり，中世から近世における主要な産業は農業で

あった。

　武士層，農民層，商人・職人層を現代の経済主体との関係で高等学校商

業科の『ビジネス基礎』の教科書にある「経済主体と経済の循環」３２），「経

済のしくみ」３３）を参考に，経済主体にあてはめてみると３４），経済主体とし

ての「政府」（以降，「政府」と略称する。）にあたるのが武士であり，経済

主体としての「家計」（以降，「家計」と略称する。）にあたるのが農民で

あり，経済主体としての「企業」（以降，「企業」と略称する。）にあたるの

が商人・職人ということになるが，これでは封建制度下の主体としてのビ

ジネスを正しく表したことにはならない。封建制度は，現代社会とは根本

的に社会構造関係が異なっているからである。ビジネス教育が社会制度を

重視するのは，そもそも社会制度を抜きにした社会科学はありえないから
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３２）　片岡　寛・清水啓典『ビジネス基礎』実教出版，平成２３年，pp. ２６–２７。
３３）　小松　章『ビジネス基礎』東京法令出版，平成２３年，p. ５３。
３４）　河内　満，前掲書「ビジネス教育と利潤追求」pp. １９７–２００。



である。

　「政府」（領主）と「家計」（農民）とがビジネス取引関係があると仮定

した場合，「政府」（領主）は外部からの侵略を防ぎ領内の「家計」（農民）

に対し安全を確保する。「家計」（農民）は，「政府」（領主）から安全性と

いうサービスの提供を受けることと引き換えに「家計」（農民）はその代

価としての年貢を納めているということになる。しかし，領主と農民とい

う支配者と被支配者という関係で，サービスに対する対価の支払いという

ビジネス取引が成立するのであろうか。気をつけなければならないのは，

現代社会と封建社会とでは社会体制が異なるということである。「政府」（領

主）と「家計」（農民）との関係では，年貢を拒否する自由がないという

経済外的な強制関係があり，武士と農民の年貢のやり取りはビジネス取引

が行われているとはいえないのである。

　ビジネス教育は，形式的には同じようにみえる史実も，主体としてのビ

ジネスが行うビジネスの諸活動が，その行動原理とするビジネスの論理，

資本の論理と社会体制との関連性に言及することによってビジネス取引が

成立しているかどうかを常に問いかけることにより，その社会の特徴を明

らかにするというビジネス教育独自の教育内容をもつことになる。社会体

制，政治体制が異なればビジネスの諸活動の意味や役割，社会に与える影

響は大きく異なるからである。

（２）　ミクロの「家計」とマクロの「家計」

　経済主体としての「家計」は，家を最小単位とするミクロとしての「家

計」と，ミクロとしての「家計」の束を総唱するマクロとしての「家計」

とを区別して考える必要がある。

　それぞれの武士集団，農民集団，商人・職人集団等は，一つ一つの家

（ミクロとしての「家計」）によって構成されている。封建社会においては，

家は家族とは限らない。武家や商家などのように一つの事業体を家と呼ぶ

場合がある。マクロとしての武士集団は，武士という支配者集団として軍
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事，治安，司法，立法，行政等のすべての社会権力を一手に納めていると

同時に，ミクロの「家計」としての武士は，それぞれの家・家族を持ってい

る。

　同様にマクロとしての農民集団は，領地全体の農業生産を担う存在であ

ると同時に，ミクロの「家計」としての農民は，それぞれ家・家族を持っ

ている。また，商人・職人集団においてもマクロとしての商人・職人集団

は商業や手工業等のそれぞれの生業によって生産活動や流通活動に従事し

ているが，ミクロとしての「家計」はそれぞれ家・家族に属している。

　「政府」，「家計」，「企業」は，それぞれ目的を持ってビジネスの諸活動を

行っている。「政府」は社会体制を維持・発展させる為の行政単位として，

「家計」は消費単位として労働力の再生産を行い，「企業」は生産単位とし

てモノやサービスの生産・流通活動を行いそれぞれビジネスの諸活動を行っ

ている。

　ミクロの「家計」としての主体としてのビジネスは，武士，農民，商人・

職人を区別することなく横断的に，家・家族としての消費単位であると同

時に労働力の再生産を行っている。消費単位としての主体としてのビジネ

スは，それぞれビジネス取引を行っており，大根１本買うにも安くてより

良いものを求めるミクロの「家計」（家・家族）と大根を提供する側のミ

クロの「企業」（家・家族）はしのぎを削りビジネス取引が成り立っている。

そこにはビジネスの論理が働いているし，ミクロの「企業」（家・家族）

が事業体の場合はさらに資本の論理が働いている。このことは「政府」が

「企業」から商品を適正な価格で納入させる場合にもあてはまる。

　マクロとしての主体としてのビジネスは，「政府」武士集団，「家計」農

民集団，「企業」商人・職人集団それぞれの独立した主体としてのビジネ

スの諸活動の束としてビジネスの諸活動を行うのであり，主体としてのビ

ジネスとしてはミクロ（個別）を中心に，経済主体としてはマクロ（個別

の束）を中心に把握する必要がある。
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（３）　領主と農民との関係の変化

　封建制度下の領主と農民の関係は年貢を仲介として，収奪する側と収奪

される側の関係であり，ビジネス取引の要件がそろっていない。領主にとっ

ては農民と耕作地は一体のものであり，領主の収入にあたる年貢の取り立

ては，領地という意味のなかに農民と耕作地が内包されている。領地とい

う土地そのものに意味はなく，その土地を生産手段として農民が作り出す

農作物に意味がある。

　封建社会の経済基盤は農業であったから，ビジネス取引の最大のモノと

貨幣の流れは，年貢に関するものであり，米という商品流通に関するビジ

ネス取引が成立する。しかし，年貢を徴収するという行為の性格は，それ

が「年貢」である限り，支配者が被支配者から強制的に徴収する非経済的

行動である３５）。従って，この非経済的行為が，社会における物や貨幣の流

れの源泉である限り，封建社会においては領主と農民との間に，労働とそ

の対価に関する関係が成立せず，ビジネス取引があるとは言えないという

矛盾した関係となる。

　封建社会において，領主の行動や判断は，自らの権益の確保に向けられ，

ビジネス取引が成立するには被支配者としての農民の地位が問題となる。

　ビジネス教育の対象は，マクロとしては見えにくいミクロの一つひとつ

のビジネス取引である。歴史を学ぶビジネス教育の目的は，ビジネスとい

う光をあてることによって浮かび上がってくるビジネスの諸活動の中にそ

の時代とビジネスとの関係を見出し，その本質を明らかにしてゆくことで

ある。

（４）　ビジネス教育としての歴史学習

　「政府」と「家計」や「政府」と「企業」との税金の納付関係については，

不易の側面を持っている。現代社会においても国民には納税の義務（日本
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３５）　速水　融・宮本又郎『経済社会の成立』岩波書店，１９８８年，p. ３７。



国憲法第３０条）があるし，封建社会においても領主からの年貢の取り立て

を拒否できない。一見すると両方とも，一方通行の強制に思えるが，現代

社会が志向する国民主権の社会制度と支配者と被支配者の関係に基づく封

建社会では，社会制度として根本的な相違がある。封建社会の武士と武士

以外の人々とは支配者と被支配者との関係にあり，税金としての年貢の使

い道についてチェックする仕組みそのものが社会制度として組み込まれて

いない。

　封建社会のビジネス取引から「政府」という経済主体をみると「政府」

は特殊な存在と映る。現代社会においても「政府」と「家計」，「政府」と

「企業」との税金の徴収関係については，行政サービスと税金の徴収額との

直接的な関係はなく，消費税一つとっても住民から選ばれた政府の政治判

断によっているという間接的な関与である。

　主体としてのビジネスの「家計」（所得税）や「企業」（法人税）にとっ

ては，税金は所与のものであり選択・交渉の対象とはならず，主体として

のビジネスを維持・運営するための経費であり「政府」とのビジネス取引

とはいえない。「政府」が徴収する「家計」や「企業」からの税金は不易で

あるが，どのようなビジネスの諸活動からいくら徴収するかは流行の部分

である。その時々の社会体制，政治課題によって変化するこの流行の部分

に主体としてのビジネスを取り巻く社会環境の変化を理解するヒントが隠

されている。

　封建制度下の領主（支配者）と領民（被支配者）との関係は，「政府」

（領主）の封建制維持という行動目的として現れる時，その時代独自のビ

ジネスのあり方を生み出してくる。ビジネス教育としては，まず封建制度

という社会制度が基盤としてあるビジネス取引であることを十分に理解し

ておかなければ，ビジネスの歴史を正しく学ぶことにはならない。

（５）　武士の位置づけ

　経済主体としての「家計」（武士，農民，商人・職人）は，消費単位の
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「家計」の側面であることは同じであるが，「企業」の生産単位の側面は農

民，商人・職人にはあるが，武士については生産単位としての「企業」の

側面にあたるものはない。武士は「政府」の行政単位の側面として灌漑工

事や城下町の整備等の公共工事が考えられるが，武士は「政府」の官僚と

して計画や指示することはあるが，実際の作業等は農民や商人・職人が行

い，武士は直接自らが作業をする立場にない。

　経済主体としての農業や商業・手工業に携わるものは「家計」，「企業」

の側面を持ち，農民は経済主体の「企業」の側面として米作りや手工業の

原材料の供給を行い，商人・職人は経済主体の「企業」の側面として生産

と流通という社会的な機能を担いそれぞれビジネス取引を行っていた。

　封建社会にあっても不易として，ビジネス取引が成立するには代価に見

合うモノやサービスの提供と消費についての費用対効果の検討を行い，ビ

ジネス取引としてのビジネスの論理，資本の論理が貫徹していなければな

らない。

　主君と家臣の関係は，家臣は主君から知行３６）として与えられた石高によ

り，有事には定められた人数を率いて従軍する義務が課せられていた。こ

の軍役を役という労働義務を課せられた税の一種と取れなくはないが，主

君から見た家臣は平時においては税金を徴収する対象ではなく恩給を支払

う対象であった。武士は，全人口の１０％にも満たない存在３７）であったが，

この身分は，上は将軍や大名から下は足軽まで幅広い格差があり，武士の

なかでもそれぞれの家柄などにより処遇に差がつけられていた３８）。

　このような視点で封建社会での武士を「家計」の側面からみると，武士
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３６）　竹内　誠編『徳川幕府事典』東京堂出版，２０１０年，p. ５５。
「知行とは，本来，ある職務を執り行うことを意味し，やがて，その職務から生
ずる得分を得ることを意味するようになった。」

３７）　宮原武夫（ほか１６名），前掲書『高校日本史Ｂ』，p. １１５。
「秋田藩の身分別人口構成は，百姓７６．４％，武士９．８％，商人・職人７．５％，神
官・僧侶２．０％，その他４．３％であった。」

３８）　加藤友康（ほか２名），前掲書『高等学校日本史Ｂ　改訂版』，p. １１６。



は，領地の管理・運営を行う行政の仕事を行うという行政官僚としての仕

事を行うがビジネスの諸活動という視点からは，戦乱の世が終わった時代

においては，生産活動に携わらない多くの武士は社会にとって大きな負担

と映ってしまう。

（６）　ビジネスの歴史を動かすもの

　 石  高制 とは，それまでの複雑な土地の所有関係を単純化することにより
こく だかせい

中間の収奪を一掃し，領主が直接耕作者に耕地の保有権を保障することに

よって年貢納入の責任を負わせ，村の石高に応じて年貢の額が決められた

ものをいう３９）。

　このいわば定額の石高制と農業生産力の上昇が封建社会の地盤を揺るが

すことになる４０）。生産の中心である米の多くは年貢として領主に取り立て

られ農民たちは自給自足の苦しい暮らしを強いられていた４１）。そのような

中で，農業生産力を拡大させるには，耕作地を拡大させるか農業生産性を

向上させるかの２つの方法が考えられる。当初，農業生産力の増大はもっ

ぱら新田開発に求めるという耕作地の量の拡大であったが，次第に，限ら

れた耕地のなかで肥料などを使って集約化するという質の拡大の方向に

移っていった。その原動力となったのは技術開発である。農業技術では水

246─ ─

修道商学　第　５６　巻　第１号

３９）　宮原武夫（ほか１６名），前掲書『高校日本史Ｂ』，p. １０３。
「複雑な土地の所有関係を単純化して中間の収奪を一掃し，直接耕作者に耕地の
保有権を保障して年貢納入の責任を負わせた。こうして，近世の村は検地帳に登
録された農民を中心に構成され，村の石高に応じて年貢の額が決められた。また
石高は，諸大名や家臣団への領地の配分や軍役負担の基準とされた。」

４０）　速水　融・宮本又郎，前掲書『経済社会の成立』，p. ３８。
「そもそも石高制は，土地の生産性が長期的に一定であることを前提として組み
立てられた制度であり，実際，それ以前の農業生産を知る者にとって，生産性は，
長期的には一定であるとすることは何ら不思議ではなかった。」

４１）　石井　進（ほか１２名），前掲書『詳説日本史　改訂版』，p. １８４。
「生産の中心である米の多くは年貢として領主に取り立てられ，農民たちは自給
自足の苦しい暮らしを強いられた。」



車の利用や用地池の整備，牛馬耕や鉄製農具の普及などめざましいものが

あった４２）。

　農業における生産力の向上は様々な変化をもたらした。石高制により，

年貢は一定量であるから，農業生産力の向上は余剰生産物の増加をもたら

すことになる４３）。また，自給自足を基本とする農家であっても，すべて自

給できるわけではなく，手工業品・塩・農具や自給できない産物を購入し

なければならなかった４４）。

　農業の生産力が急速に高まると余剰米を商品としたり，販売を目的とし

た商品作物を裏作として栽培することによって，収益を得ようとする者も

現れてきた。木綿が衣料として普及すると河内や尾張では綿の栽培が盛ん

になり，農民は商品作物を生産・販売することによって貨幣を得る機会が

増大した。多くの村々はしだいに商品流通というビジネス取引に巻き込ま

れるようになっていったのである４５）。

お　わ　り　に

　ビジネス教育として，ビジネスの歴史を遡る教育が必要ではないか。ビ

ジネスの歴史の起点を探ることにより，ビジネスから派生的したものが削

ぎ落とされ，ビジネスの原型に近づくことができる。現代社会からビジネ

スの歴史を遡るとしたら，ビジネスのはじまりをどこに設定すればよいの

か，ビジネスの諸活動をどのように捉えればよいのか，ビジネスの歴史に
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４２）　同上書，p. １２５。
「水車などによる灌漑や排水施設の整備・改善により畿内では二毛作に加え，三
毛作もおこなわれた。また，水稲の品種改良も進み， 早  稲 ・ 中稲 ・ 晩稲 の作付け

わ せ なかて おくて

も普及した。肥料も 刈敷 ・ 草木  灰などとともに下肥が広く使われるようになっ
かりしき そうもく ばい

て地味の向上と収穫の安定化が進んだ。また，手工業の原料として 苧 （からむ
お

し）・桑・ 楮 ・ 漆 ・ 藍 ・茶・麻などの栽培も盛んなり，農村加工業の発達によ
こうぞ うるし あい

り，これらが商品として流通するようになった。」
４３）　速水　融，宮本又郎，前掲書『経済社会の成立』，p. ３８。
４４）　同上書，p. ２７２。
４５）　石井　進（ほか１２名），前掲書『詳説日本史　改訂版』，p. １８４。



ついての教材開発を行う場合に理論的に押さえておかなければならないも

のは何か，ビジネスを取り巻く社会環境はどのように作用したのか，様々

な検討すべきことが浮かび上がってくる。

　主体としてのビジネスは，不易としてのビジネスの論理と資本の論理で

動いていると同時に，ビジネスの諸活動は流行として社会体制，政治体制

に大きく影響される。主体としてのビジネスは，社会体制，政治体制との

調和を図りながら生き抜き，ビジネスの論理と資本の論理を貫いてきた。

収益性やコスト意識を持たないものはビジネスの範疇には入らないからで

ある。社会体制や政治体制とビジネスの諸活動のすり合わせは，ビジネス

の命運を左右する。社会体制，政治体制の目的に反するビジネスの諸活動

は社会から葬り去られるからである。

　封建社会は，単純再生産と世襲を前提にした社会である。そして，封建

社会の枠組みを着実に守っていけば封建社会は永遠に続くはずであった。

少なくても，武士層の上層部はそう考えていたはずである。しかし，永続

できなかった。その原因はビジネスが求める自由闊達なビジネスの諸活動

と封建社会の閉鎖性とが合い入れなかったからである。

　社会体制は，ビジネス取引を行う上で一番大きな生存環境である。反面，

人間の生活に密着しているビジネス取引は，社会体制がどうであれ人間社

会と共にある。ビジネスの合理性，効率性は自由闊達なビジネスの諸活動

によって維持される。ビジネスの歴史は，ビジネスが封建社会そのものと

対峙し，そして，ビジネスの諸活動が封建制を突き崩してゆく歴史である

かもしれない。この点については，さらなる検証がもとめられる。

　ビジネスには，時代を変えていくパワーがある。そしてビジネスの諸活

動のなかに創造的な発想力と実行力を放つ発信力が備わっている。
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